
伊勢崎市監査委員告示第６号  

 

公   表   書  

 令和６年度定期監査を執行したので、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づき  

その結果を別紙のとおり公表する。  

 

  令和６年８月２２日  

 

 

                     伊勢崎市監査委員  光  山  喜一郎  

                        同      髙  田  嘉  郎  

                        同      新  藤    靖  

 

 

                 記  

１  定期監査結果報告書  

   伊勢崎市民病院、介護老人保健施設ひまわり、訪問看護ステーションいせさき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度定期監査結果報告書   

 

１  監査の基準  

  本監査は、伊勢崎市監査基準（令和２年伊勢崎市監査委員訓令甲第１号）に準拠

し実施した。  

 

２  監査の種類  

  財務監査及び行政監査（地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項）  

 

３  監査の日程及び対象  

 令和６年７月９日（火）  

 〇伊勢崎市民病院  

  伊勢崎市民病院・介護老人保健施設ひまわり・訪問看護ステーションいせさき  

 

４  監査の着眼点  

令和５年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務

の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、そ

の組織及び運営の合理化に努めているか。  

施設は安全性を考慮して管理運営されているか。また、災害対策や防犯対策及び  

現金、備品、薬品等の管理状況は万全であるか。  

 

５  監査の実施内容  

 （１）予備監査  

   本監査に先立ち監査委員事務局職員により、下記事項を重点に関係書類を試査

又は精査をして予備監査を実施した。  

   ア  予算の執行状況について  

   イ  諸帳簿の記帳、整理、保管状況について  

   ウ  金銭の出納、預金通帳の管理について  

   エ  契約関係について  

   オ  物品及び薬品等の出納、管理について  



 （２）本監査  

   当該監査は、監査委員３名と事務局職員が、各課の予備監査結果と提出書類に

基づき、現地において質疑応答形式で実施した。施設及び設備については、災害

時対応における飲用浄水設備等について監査した。  

 

６  監査の結果  

 〔総括〕   

財務に関する事務をはじめ、行政事務の執行、施設の管理はおおむね適正に処

理されていると認められた。  

予備監査の結果を含めた個別の指摘事項については、本監査において、部長に

対し口頭で指摘するとともに各所属長から、その対応状況等を聴取した。  

 〔事務改善〕  

予備監査の結果を含めた事務改善事項で主なものは、事務関係において、実績

報告書及び業務報告書の決裁印が漏れているもの、支出負担行為書及び業務完了

報告書の決裁・専決区分に誤りがあるものがあった。  

契約関係において、契約書の契約日が未記入のもの、予定価格調書、契約書

（請書）及び監督職員指定通知書が未作成のもの、請書の約款に添付誤りがある

ものがあった。契約関係の書類や決裁の重要性を再認識するとともに、チェック

体制の充実と慎重かつ適正な事務処理を望むものである。  

なお、事務処理上改善又は留意すべき点で軽微なものについては、予備監査終

了後、口頭で通知したところである。  

 


